
令和２年 ７月 ２日

東大阪市長 野 田 義 和 様

東大阪市みどりの基本計画審議会

会 長   久   隆  浩

答   申   書  

令和２年６月２日付け東大阪土み第４７１号で諮問ありましたみどりの基本計画審議会の案件

について、下記のとおり答申します。 

記

議案  東大阪市みどりの基本計画における実施計画と目標値について（諮問）

１．実施計画については、緑地が発揮する機能(防災、環境、レクリエーション、景観形成)と

実施する事業を関連付け、事業の効果を明確にされたい。 

また、民有地の緑化事業については、対象が民有地であることを考慮し、継続的な緑の生育

を確保するための工夫を検討されたい。 

２．目標値については、先進事例を参考に、量のみの目標値ではなく、緑地機能の効果を鑑み、

緑地の質についても目標値を導入されたい。 

以上


